
   

経営発達支援計画の概要 

実施者名 浦幌町商工会（法人番号：５４６０１０５００１４７０） 
浦  幌  町（地方公共団体コード：０１６４９７） 

実施期間 令和７年４月１日 ～ 令和１２年３月３１日 

目標 

●目標①  

事業者の実情に沿った支援策を検討し、伴走型支援による事業計画策定支

援等により、経営基盤の強化と売上・利益率の向上を目指します。 

●目標② 

事業承継及び新規創業・第二創業を促進することにより、町内における地域

経済や生活基盤の維持・発展が図られ、地域の商業活動が活性化し、小規模事

業者が持続的に成長する商店街基盤整備強化を目指します。 

●目標③ 

小規模事業者の地域外への商談会などの出展支援することで、消費者ニーズ

を把握し、新商品開発や既存商品の改良による販路拡大・売上増加や知名度向

上を目指します。 

●地域への裨益目標 

小規模事業者の経営力向上による経営基盤の強化はもとより、事業承継・

新規創業・第 2創業支援を実施することで、地域住民の生活環境を維持し、

生活に欠かせない業種の確保を目指します。 

また、町内関係団体と連携し、地域資源を活用した商品を開発し、域外か

らの交流人口の増加に繋げ観光振興を図るとともに、地域経済の循環を高め

地域経済の活性化を目指します。 
 

事業内容 

３．地域の経済動向調査に関すること 

①地域経済動向調査（地域経済分析システム「ＲＥＳＡＳ」） 

②行政、商店会等との経済動向の情報収集、定性評価 

４．需要動向調査に関すること 

①物産フェア・商談会でのアンケート実施 

５．経営状況の分析に関すること 

①小規模事業者に対する個別経営分析支援の実施 

６．事業計画策定支援に関すること 

 ①ＤＸ推進セミナー開催 

②事業計画策定セミナー開催 

③創業計画策定支援 

④事業承継計画策定支援 

７．事業計画策定後の実施支援に関すること 

①事業計画策定事業者へのフォローアップ支援 

②創業・第二創業計画策定事業者に対する支援 

③事業承継計画策定事業者に対する支援 

８．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

①物産展・商談会による販売促進支援 

②ＤＸの取組としてＩＴ活用による販路開拓支援 
 

連絡先 

浦幌町商工会 〒089-5603 北海道十勝郡浦幌町字本町 100 番地 
Tel:015-576-2186 Fax:015-576-2180 Mail:ushoukou@rose.ocn.ne.jp 
浦幌町産業課 〒089-5692 北海道十勝郡浦幌町字桜町 15 番地 6 
Tel:015-576-2181  Fax:015-576-2519 Mail:sangyou@urahoro.jp 

tel:015-576-2186
tel:015-576-2181
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

１.目標 

（１）地域の現状及び課題 

①町の概要 

浦幌町の開町は１９００年（明治３３年）、町名の由来はアイヌ語の「オーラ・ポロ」が転 

訛したものです。北海道十勝地方の最東端に位置し、南側は太平洋に面しており、その海岸 

線は２２ｋｍを有し、南北に細長い形態を呈しています。総面積は７２９．８５ｋ㎡で、そ 

の７４．２％が森林で占められており、農用地は１４．３％で、比較的平坦な地形で、町の 

中央部を北から南に流れる浦幌川は延長１０５ｋｍにおよび、町の肥沃な大地を形成して 

太平洋に注いでいます。 

 

《浦幌町位置図》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②交通状況 

十勝地方最大都市の帯広市と釧路地方最大都市の釧路市との中間地点に位置しており、帯 

広空港や釧路空港まで車で約１時間、ＪＲ根室本線、国道３８号線が主要な交通網です。町 

民の主な交通手段は自家用車であり、その他に公共交通機関としては市街地においてはコミ 

ュニティバス、町外へはＪRのみとなっております。札幌までのアクセスはＪＲ、首都圏の 

東京までは帯広空港もしくは釧路空港を活用します。 

 

③人口推移 

平成元年の人口は８，８５２人、世帯数２，７５８戸から、若年層を中心とする人口流出 

に歯止めがかからず、官公庁などの出先機関の撤退、郊外の幼保・小学校・浦幌高校の廃校 

等による社会減少が続き、令和に入ってからの出生数が死亡数の 1/3 程度となっている等自 
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然減少が非常に大きくなっております。令和６年９月末の人口は４，１２２人、世帯数は 

２，１７０戸にまで減少しており、典型的な少子高齢化となり、北海道の中でも小さな町と 

なっています。 

《浦幌町人口推移表》 

 Ｈ２１年度 Ｈ２６年度 Ｈ３１年度 Ｒ５年度 

人 口 ５，７７３人 ５，２５７人 ４，６１５人 ４，１９５人 

世帯数 ２，４７２世帯 ２，３７３世帯 ２，２４９世帯 ２，１６１世帯 

※浦幌町住民基本台帳より 

 

④産業別の現状と課題 

ア．基幹産業 

基幹産業は、豊かな自然環境と温和な気候から第１次産業の農林漁業が主体となってお 

ります。農業はてん菜、馬鈴薯、小麦、豆類を主要作物とする畑作と生乳を主体とする酪 

農による土地利用型農業が展開され、畑作を補完する目的で始まった肉牛との複合経営を 

行っており好調に推移しております。しかし、高齢化に伴い担い手が不足しており、生産 

戸数の減少が進行している状況です。漁業は秋さけを中心に毛ガニ、ししゃも、ほっき、 

つぶ、たこを主に営んでおりますが、近年の環境変化による漁業資源の減少や輸入水産物 

に押され産地価格の低迷がつづいており、経営環境は厳しい状況にあります。林業は、町 

内面積の７割が山林で、造林・保育事業を進め、カラマツを主体とする人工林が 51.8％に 

達しており、主伐期を迎えた森林では堅調な木材生産が行われています。森林所有者の森 

林整備に関する意欲の減退や森林の公益的機能の低下が懸念されていますが、今後は、森 

林の循環・維持・造成を図り、木材資源の多様な利活用について検討がされています。 

 

イ．商工業 

商工業においては、中規模な農産品加工工場を中心に建設業、小売業、飲食業、サービ

ス業などの小規模事業者を中心とした業種構成となっています。当町の小規模事業者も例

外なく高齢化が進み、人口減少や社会情勢等からくる景気の低迷の影響により、後継者と

なりうる若手が町内に残らず、廃業が多くなっている状況です。下記推移表にもあるとお

り、令和６年３月３１日の時点で浦幌町内の小規模事業者数は２１５社、商工会員は１４

１社まで減少しております。 
 

《商工業者・小規模事業者・商工会員数の推移》 

 Ｈ２１年度 Ｈ２６年度 Ｈ３１年度 Ｒ５年度 

商工業者数 ３１２社 ２７０社 ２６７社 ２３５社 

小規模事業者数 ２３４社 ２０６社 ２０６社 ２１５社 

商工会員数 １９６社 １８２社 １６６社 １５０社 

※事業所数は各年の経済センサス、R5 年度については独自調査より 

※小規模事業者数及び商工会員数は商工会員名簿より 

 

ウ．観光産業 

観光客の入り込みは、令和５年度時点で２１３千人、うち道内客１９４千人、日帰り客

２０８千人となっており、典型的な通過型観光地の町となっております。 
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また、当町は十勝管内において海と山の地域資源が揃ってはおりますが、観光資源の開

発が進んでおらず観光スポットや特産品、ご当地グルメ等の他町村と比べると見劣りする

部分があります。そのため、第１期から２期にかけての経営発達支援計画において地域資

源の活性化に資する取組として着地型観光を目指し、行政及び各産業団体で構成された

“うらほろ観光おもてなし協議会(地域資源を活用した着地型観光の発信や観光と移住を促

すワンストップ機能の充実等)”と“十勝うらほろブランド推進協議会(うらほろブランド

推奨品の認証や都市部物産展での消費者アンケート調査等)”を通じて観光資源開発に取り

組んでいた。しかし、ある程度の役割は果たしたとして、うらほろ観光おもてなし協議会

が解散となり、うらほろブランド推進協議会もブランド化の利点をうまく打ち出せていな

い状況となっています。 

さらに、外国人観光客（インバウンド客）に対する対応が進んでいないことも挙げられ

ます。事業者自体のインバウンドに対する知識不足や観光客の受け皿となる飲食店や観光

施設（キャンプ場や温泉施設等）における他言語への対応、町のプロモーションなどが課

題となっています。 

これら課題を解決し、観光産業振興を行うためには、地域の魅力を引き出しつつ、日本

国内だけでなくインバウンド客への対応も強化することが必要となっていくと考えており

ます。 
 

⑤小規模事業者の現状と課題 

人口減少に続き、浦幌町全体の高齢化が進んでいるなか、浦幌町内の事業者数もそれに 

あわせて年々減少しております。これは、後継者不在により事業が承継する相手がおらず 

廃業する事業者が多いことによるもので、その要因として、事業を引き継ぐことが可能な 

後継者(事業者の子供)はいるが、既に町外に出て生活を営んでいるものや、浦幌町での商 

売では人口減少や高齢化などによる浦幌町自体の市場規模が衰退したことで、地元を対象 

とした事業(特に飲食業や小売業)では事業承継者の生活が成り立たないといった考えもあ 

り、今後解消していかなければならない課題だと考えております。 

   また、高齢化と人口減少は労働者が不足することにもつながり、現状の事業を維持する 

ことが精一杯となることで安定した経営や事業拡大が出来ずに企業の競争力低下すること 

にもつながるため、地域外からの労働力確保の手段として外国人労働者の活用などにより 

労働力の確保することが急務となっており、その生活基盤を取り込んだ事業計画について 

も検討する必要性があします。 

 
〈年度別業種別業者数推移表〉 

 農林漁業 建設業 製造業 
卸・小売・ 

飲食業 サービス その他 合計 

Ｈ２１ 

年度 
１４ ５２ ３０ １２４ ６０ ３７ ３１７ 

Ｈ２６ 

年度 
１３ ３２ ２８ ８８ ５９ ３３ ２５３ 

Ｈ３１ 

年度 
１３ ３１ ３０ ７９ ５４ ３０ ２３７ 

Ｒ５ 

年度 
１３ ３３ ２９ ７７ ５２ ３１ ２３５ 

※浦幌町商工会総会議案書より 
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（２）小規模事業者に対する長期的な振興の在り方 

①１０年程度の期間を見据えて 

浦幌町の現状から、人口は減少の一途を辿っていくことが考えられます。２０３５年には

総人口が３，０４７人にまで減少することが試算（RESAS）されており、今後さらなる浦幌

町内の購買力が低下することが予想されます。 

小規模事業者は地域住民の生活基盤として機能し、地域経済を維持するため、持続的に経

営を行うことが必要です。当会としては、「対話」と「傾聴」による伴走型支援の強化によ

り、早い段階から経営課題を明確にし、課題解決策を事業者自らが気づき実行するための事

業計画を策定し、事業展開を図っていくことが重要と考えます。今後は、これまで以上に販

路開拓、商品・サービスの開発、業務効率化を果たす上でＤＸ推進に積極的に取り組むとと

もに、新規創業・第２創業者の創出や経営支援、事業承継や部分承継による商工業維持に取

り組みます。 

 

②浦幌町まちづくり計画との連動性・整合性 

浦幌町では２０２１年より第４期まちづくり計画が新たに策定され、まちの将来像を掲 

げ、その実現に向けて３つの重点プロジェクト、５つの基本目標を挙げ、まちづくりを推 

進しております。 

商工業振興はこの中のうち、“重点プロジェクト２仕事をつなげたい、つくりたいと思え 

るまち”と“基本目標 1新しいちからを取り入れ確かな産業を創るまちづくり”が該当し 

ております。これに則り、浦幌町では既存事業に対する後継者への支援や、既存企業の体 

質強化の促進及び新規創業・第２創業を支援し、新たな担い手と雇用の場を確保による地 

域経済の活性化を行っていくことを目指しており、本計画を含めて商工会が行う支援と連 

動させる事でより効果的かつ浦幌町の商工業全体に対する支援・振興となります。 
 

 
※浦幌町第４期まちづくり計画 基本構想の第２節まちの将来像より 

 

③商工会としての役割 

人口減少が進む中で行政や業界団体と連携し、商店会の支援や地域振興策を行うとともに、 

町外に向けた特産品や観光資源を活用して、小規模事業者の持続的成長するため、個別支援や 

能力向上のための講習会を実施し、経済環境に応じた支援を行います。 
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また、地域の課題である雇用・創業・経営革新など施策の充実により、行政や各関係機関な 

どと連携した支援を行ない小規模事業者の持続的な経営に向けた役割を果たしていきます。 

 

（３）経営発達支援事業の目標 

前述の小規模事業者に対する長期的な振興の在り方を踏まえた経営発達支援事業の目標を

以下のとおりとします。 

 

●目標①  

小規模事業者への支援として「対話」と「傾聴」を通じて、事業者の実情に沿った支援策 

を検討し、伴走型支援による事業計画策定支援等により、経営基盤の強化と売上・利益率の 

向上を目指します。また、DX の重要性を理解させ、SNS 活用等による販路開拓を通じて競 

争力の強化を目指します。 

・支援事業者数          １５社/５年 

・支援した事業者の売上増加目標率 ５％(前年比) 

 

●目標② 

事業承継及び新規創業・第二創業を促進することにより、町内における地域経済や生活基盤

の維持・発展が図られ、地域の商業活動が活性化し、小規模事業者が持続的に成長する商店街

基盤整備強化を目指します。 

・新規創業・第２創業者目標数   ５社/５年 

・事業承継者数目標        ５社/５年 

 

●目標③ 

小規模事業者の地域外への商談会などの出展支援することで、消費者ニーズを把握し、新商

品開発や既存商品の改良による販路拡大・売上増加や知名度向上を目指します。 

・商談会・物産展出展支援目標   ５社/５年 

 ※１年間の事業期間では、商談会もしくは物産展のいずれか一方のみの出展を考えてい

る。当支援目標には計画期間５年間での平均を記載。 

・商品開発・改良もしくは販路開拓支援数 ５社/５年 

  ※４.需要動向調査に目標値は記載していないが、消費者のニーズに沿った商品改良を行っ

ていけるよう支援する。 

 

（４）地域への裨益目標 

浦幌町は今後人口減少が進み、経営発達支援計画期間中に 3,000 人規模になると試算され

ております。このような状況の中、上記の目標を通じて、小規模事業者の経営力向上による経

営基盤の強化はもとより、事業承継・新規創業・第 2創業支援を実施することで、地域住民の

生活環境を維持し、生活に欠かせない業種の確保を目指します。 

また、町内関係団体と連携し、地域資源を活用した商品を開発し、域外からの交流人口の増

加に繋げ観光振興を図るとともに、地域経済の循環を高め地域経済の活性化を目指します。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

２．経営発達支援事業の実施期間、目標の達成方針 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（令和７年４月１日～令和１２年３月３１日） 

 

（２）目標達成に向けた方針 

・目標①の達成に向けた方針 

巡回や窓口相談を通じて、経営分析支援を行い、事業計画策定をサポートします。多様化す 

る小規模事業者の課題には、必要に応じて中小企業診断士などの専門家を活用し、高度な分析 

を実施。伴走支援や巡回等により事業者との「対話と傾聴」を通じて本質的な経営課題を事業 

者自ら「気づき」「腹落ち」させることに重点を置き事業計画の策定を行います。最終的には、 

自走化を目指し、持続的な事業展開を可能にする支援を行います。さらに、急激な経営環境の 

変化に対応するため、DXの重要性を理解させ、SNS活用による新たな販路開拓を支援し、競争 

力強化を目指します。 

 

・目標②の達成に向けた方針 

当町においては、事業者の高齢化が進行しており、これに伴う事業承継の課題が地域住民の 

生活環境の維持に大きな影響を及ぼすことが懸念されます。特に、地域商業基盤の維持のため 

には、事業承継の円滑な実施が不可欠であります。このため、北海道事業承継・引継ぎ支援セ 

ンターと連携し、専門的かつ多角的な支援を提供し、事業承継を円滑に進め、地域経済の安定 

化とともに、地域住民の生活基盤の維持・向上を図ります。 

また、創業支援においても、創業希望者が抱える課題やニーズに応じた創業前の計画段階か 

ら創業期、さらには事業が成長軌道に乗る成長期に至るまで、それぞれのフェーズにおける支 

援を行い、創業希望者が直面する資金調達の課題や、事業計画作成のサポートを個別相談の場 

を通じて、創業者一人一人の状況に応じた課題に対して支援をします。 

 

・目標③の達成に向けた方針 

十勝うらほろブランド推奨品の登録事業者や新規創業者に対して、地域経済の活性化を目 

指し、関係機関と密接に連携しながら、消費者ニーズに即した「売れる商品づくり」の支援を 

します。また、需要動向調査を実施し、消費者の嗜好や市場のトレンドを正確に把握すること 

により、事業者が市場のニーズに応じた商品開発を行えるよう支援し、地域の特産品や新規商 

品の競争力を高めます。 

さらに、商品やサービスの新たな需要開拓のため、地域外の市場に対して積極的に、商談会 

や展示会への出展を通じて、新規取引先の獲得を支援して小規模事業者の売上向上を図りま 

す。 

※「十勝うらほろブランド推奨品」：浦幌町内で生産、製造された農林水産物及び加工品等に 

ついて、十勝うらほろブランド認証委員会(浦幌町行政及 

び産業団体、消費者協会で構成)が独自の基準により認定 

を行っているもの。 

 

・地域への裨益目標の達成に向けた方針 

浦幌町における人口減少の進行を踏まえ、経営発達支援計画期間中において 3,000 人規模

に縮小するという試算に対して、裨益目標として以下の方針を掲げます。 

地域の小規模事業者の経営力向上を通じて、事業者の経営基盤を強化し、持続可能な経営を

実現していくために、事業承継や新規創業、第 2創業支援を積極的に進めることで、地域の生

活基盤を維持し、地域住民の生活に欠かせない業種を確保することを目指します。 
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また、地域の事業者が競争力を持ち続け、経営の多角化や新たな事業展開が可能となるよう

サポートします。 

さらに、行政や支援機関、関係団体と連携し、地域資源を活用した新商品の開発を進め、こ

れを観光振興に繋げることで、域外からの交流人口の増加を図ります。地域資源の活用による

商品開発と観光振興は、地域経済の循環を高め、外部からの経済的な流入を促進し、地域全体

の活性化に寄与します。 

これらの取り組みにより、浦幌町の地域経済を再生し、人口減少にあるなかにおいて、持続

可能で活気ある地域づくりを目指していきます。 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 

３．地域の経済動向調査に関すること 

（１）現状と課題 

第２期では、公的機関等が提供する景況調査データや、当会が行政より委託を受けて発行す

るプレミアム商品券や商店会が発行する商品券、ポイントカードの消費動向などを経営指導員

等が分析し、小規模事業へ提供しました。しかしながら、活用方法が理解されなかったのが現

状です。  

一方で、行政にデータを提供したところ、新たな補助金制度の創設や制度の見直しに活用さ

れ、高い評価を受けました。 

第３期においては、地域の経済動向や小規模事業者の経営課題を明確に把握するため、国が

提供する地域経済分析システムのビックデータ等と事業者個々の経済動向を組み合わせた調

査を実施することで、身近なデータとして調査結果に関心を持ってもらうと同時に、活用方法

を丁寧に伝えることで、実効性のある事業計画策定支援へと繋げていきます。 
 

（２）目標 

 公表 

方法 
現行 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 

公表回数 
HP  

掲載 
４回 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

 

（３）事業内容 

①地域経済動向調査（地域経済分析システム「ＲＥＳＡＳ」） 

マクロ的経済動向調査として、国が提供するビッグデータを活用します。 

また、地域の小規模事業者に町内の状況（経営環境の変化等）を年４回当会ホームページ 

で周知することで、小規模事業者の今後の事業展開を検討する際の基礎資料とします。 

 【調査方法】経営指導員等が「ＲＥＳＡＳ」(地域経済分析システム)のデータ分析機能を活用

した地域の経済動向分析を行う。 

【調査項目】・地域経済循環マップと生産分析 

地域の資金の流れを可視化し、 地域経済の全体像と、各段階における資金の 

流出・流入の状況を分析。 

・産業構造マップ 

事業所数や従業者数など数の大きさでだけではなく、利益を生み出す力の大き 

い産業を抽出するため当地域の産業の「付加価値額」について産業構造マップ 

を用いて分析。 

・消費マップ 

地域の日常的な消費傾向を予測分析し、地元産品の PR 先の検討等に活用 

・観光マップ 
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経路検索サービスの利用情報を基に、観光客の属性、人の動き等について分析

をすることで、観光需要との関連性を見出し、小規模事業者の事業計画策定・販

路開拓支援等に活用する。 

 

地域経済分析システム「ＲＥＳＡＳ」以外にも、北海道商工会連合会が実施している中小

企業景況調査報告や、北海道による地域別経済動向調査、金融機関が公表する景況調査（売

上高、収益状況、資金繰り、設備操業度、雇用人員など）の調査資料等を活用し、巡回支援・

窓口対応時や商工会ＨＰに掲載します。 

 

②行政、商店会等との経済動向の情報収集、定性評価 

   地域内における、商品券の発行・回収状況やポイントカードの利用情報、商店会加盟店の

売上高・利益の年次比較により、地域経済の動向や消費傾向などを明確にし、小規模事業者

が今後の事業展開への基礎資料とします。 

また、行政と連携し、地域商品券や行政ポイント発行など、経済波及効果を生み出す施策 

の意見交換により、小規模事業者が消費促進計画を検討する際の資料とします。 

【調査資料】 商品券発行回収状況、ポイントカード利用情報 

【調査分析】 ・商品券、ポイントの状況の年次比較 

・商店会加盟店の売上高・利益等の年次比較分析    

【調査方法】 組合の商品券、ポイントの販売回収データを職員がデータ分析する。 

【活用手法】 分析結果をホームページや巡回指導時に説明。販売促進の効率化、顧客の特性

等を握把するための基礎資料として活用する 

 
（４）調査結果の活用 

調査した分析資料は、小規模事業者の事業計画策定、創業予定者の事業計画策定に活用しま

す。事業者だけでなく、支援者もこれを理解・活用することにより、業種ごとの課題を理解し、

事業者と問題意識を共有します。 

また、職員間の情報共有については、定期的な職員会議に分析結果を提示するとともに、共 

有ファイルに保存し、閲覧可能とし小規模事業者への情報提供を可能とする。 
 

４.需要動向調査に関すること 

（１）現状と課題 

  第２期においては、東京での物産展で消費者アンケートを実施し、十勝や浦幌町等の地元で 

なく都市部の消費者がどの様な商品を求め、商品のどのような部分を満足もしくは不便を感 

じるのかを物産展のたびに調査し、データの蓄積を行ってきました。収集したデータについて 

は、他の事業者分も含めて物産展へ参加した全事業者に共有し、商品開発や改良の材料となっ 

ています。課題として、データの提供のみでとどまっており、巡回等から個社支援へと繋げら

れていないことが挙げられます。また、浦幌町におけるふるさと納税返礼品が、消費者の多様

なニーズに対応できていない状況となっており、返礼品におけるニーズの把握と商品開発も課

題となっております。 

第３期では、小規模事業者に対して、地域外の商談会や物産展を通じて消費者ニーズを把握

し、その調査結果を基に事業計画を策定できるよう継続しデータの蓄積を行っていきます。ま

た、小規模事業者からの意見や必要とする情報等を精査し、収集するデータを見直していく事

で変化する消費者ニーズに対応します。さらに、データの提供だけでなく、巡回などによる個

者支援を強化し、外部専門家と連携し、商品開発や販路拡大の支援を行います。 
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（２）目標 

 現行 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ10年度 Ｒ11年度 

商談会等での 

調査事業者数 
８社 ８社 ８社 ８社 ８社 ８社 

商談会等での 

調査対象商品数 
２４品 ２４品 ２４品 ２４品 ２４品 ２４品 

 

（３）事業内容 

①物産フェア・商談会でのアンケート実施 

   販路拡大などのため小規模事業者が、首都圏等での物産展・商談会の出展時にアンケート 

調査を行い、データの蓄積及び分析、事業者へのフィードバックを行う。フィードバックに

合わせて新商品開発や既存商品の改良、ふるさと納税返礼品の開発等に繋げていく。なお、

アンケート結果は、今後の販路開拓に事業者が取組むための資料として活用する。 

【対象者】地域資源等を活用した商品開発に取組み、事業計画を策定した小規模事業者 

【想定される商談会・物産展】 

１）北の味覚、再発見!!（ＢtoＢ）など 

   主催：北海道商工会連合会 

   概要：地域特産品などを販路開拓支援の一環として、流通業者との商談会を実施し販路 

開拓・拡大を図る。 

 来場者：流通・観光関係のバイヤー、関係機関 

    規模：出展 58社、来場流通バイヤー83社 162名のほか関係機関、札幌消費者協会、 

報道機関 

【サンプル数】来場したバイヤーや消費者など５０名 

【調査手法】 来場者に対して、経営指導員等がアンケートを実施 

【調査項目】 規格・パッケージデザイン・素材・数量・価格帯・量・トレンド、味、商圏等、

改善点、評価、要望など 

 

（４）調査結果の活用方法 

経営指導員がアンケート調査を集計し、事業者にフィードバックするとともに、専門家等と 

連携し商品改良等に活用します。 

 

５．経営状況の分析に関すること 

（１）現状と課題 

第 2期では、商工会の記帳機械化システム（MA1）を活用した経営状況の分析結果を提供し、 

年 1回の経営分析の手法を学ぶセミナーを実施したが、参加者の多くが分析結果の意義や各 

項目について十分に理解できていなかった。 

第 3期では、個別のニーズに対応した支援を重視し、経営指導員等が小規模事業者を巡回訪

問してヒアリングを実施します。これにより、経営分析を必要とする事業者を的確に見つけ、

経営改善に繋げる実践的で効果的な支援を行います。また、「対話」と「傾聴」を通じて事業

者の内発的な動機づけを促し、経営課題の認識や計画策定へ繋がる支援します。 

 

（２）目標 

 現 行 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ１０年度 Ｒ１１年度 

経営分析 

事業者数 
１２社 １３社 １３社 １３社 １３社 １３社 

※経営分析事業者数は経営分析を希望する事業者と記帳機械化利用者１３社を想定 
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（３）事業内容 

【分析項目】 ・財務分析（3 期分の決算を基に分析） 

・収益性（売上高総利益率、売上高営業利益率、売上高経常利益率など）、 

・安全性（自己資本比率、流動比率、固定比率など） 

・生産性/効率性（労働生産性、付加価値額、一人当たりの付加価値額など） 

より分析を行います。 

・非財務分析（事業者との対話と傾聴を基に分析） 

・内部環境（商品・サービス、価格、品質、ノウハウなど） 

・外部環境（業界動向、競合・競争相手、SNSなどの活用、顧客・購買動向など）

より分析を行います 

【分析手法】 

（財務分析）商工会「ＭＡ１」、経済産業省「ローカルベンチマーク」、中小機構「経営計画つ 

くるくん」等を活用し、小規模事業者と経営指導員等が一緒に分析を行います。 

（外部分析） ＳＷＯＴ分析などの分析方法を活用して、必要に応じ専門家とも連携し支援を 

行います。 

 

（４）分析結果の活用方法 

財務と非財務による分析結果は、事業者にフィードバックし、現在の課題に対して、対策す

べき優先順位付けを行います。 

また、クラウド型経営支援ツール「ShokoBiz」によりデータベース化し、経営指導員以外に 

も情報を共有し、支援体制の強化を図ります。 

※「ShokoBiz」：経営発達計画の支援対象である事業者及び支援の情報をデータ化し、分析・ 

評価するための経営支援ツール。 

 

６．事業計画策定支援に関すること 

 

（１）現状と課題 

第２期では、小規模事業者向けに年 1 回事業計画策定支援セミナーと事業承継計画策定支

援を実施し、一定の成果を上げる事ができました。セミナーでは、外部専門家が事例を交えて

事業計画策定に必要な知識を提供しましたが、事業計画の重要性が理解されていないことが課

題です。 

第３期では、小規模事業者が事業計画を策定することが経営の持続的発展と成長に不可欠で

あることを広く認識させ、自走化できるよう支援します。また、創業予定者の掘り起こし、事

業承継を検討している事業者には、事業承継計画策定支援を行います。 

その他、経営環境の急激な変化に対応し、経営の持続的な成長を実現するため、ＤＸ活用等

による事業計画策定支援を行います。 
 

（２）支援に対する考え方 

  小規模事業者に対して事業計画策定の重要性を浸透させ、意欲的な事業者が計画策定の取 

組みが必要となります。メインとするテーマについては、経営指導員等による巡回や窓口相談 

の際にヒアリングを行い決定していきますが、特に注力するのは、人口減少による地域経済の 

衰退、人手不足による生産性の低下等に対する有効手段として、昨今の IT技術を活用した DX

（デジタルトランスフォーメーション）の推進とインバウンド客の取り込みや外国人労働者に 

対する取組が挙げられます。 

DXの導入により、既存事業の効率化や新しいビジネスモデルの構築が可能となり、小規模 

事業者の競争力を向上させることが期待されます。 

  外国人労働者の活用は、人口減少や高齢化による労働力不足が深刻化している当町におい
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ても、取り組むべき課題の一つです。事業計画策定支援を通じて、外国人を雇うという意識の

醸成や必要な知識の習得等を行い、労働力を確保することで、事業の発展に取り組める環境を

整えることが重要となります。 

また、近年増加傾向にあるインバウンド客への対応支援は、販路開拓としても必要であると

考えます。多言語への対応やメニュー開発等、事業計画策定セミナーを通して支援すること

で、事業者が外貨を稼ぐための販路拡大を図ることが可能となります。 

支援にあたり、事業の成功事例を共有することで、事業計画策定を実践的で身近なものに

し、持続可能な成長発展に繋げるため、経営指導員等が巡回訪問などにより「対話」と「傾聴」

を通じて事業者自らが課題認識に取組むよう促し、実効性のある計画策定を支援します。 

また、創業及び事業承継計画策定支援については、関係機関や専門家等との連携により、実 

現性の高い事業計画策定について支援します。 
 

（３）目標 

 現 行 Ｒ7 年度 Ｒ8 年度 Ｒ9 年度 Ｒ10 年度 Ｒ11 年度 

DX・各種ｾﾐﾅｰ 

開催回数 
１回 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

 

 
事業計画策定

事業者数 
１社 ３社 ３社 ３社 ３社 ３社 

創業計画策定 

事業者数 
- １社 １社 １社 １社 １社 

事業承継事業計画

策定事業者数 
- １社 １社 １社 １社 １社 

 

（４）事業内容 

①ＤＸ推進セミナー開催（新規） 

浦幌町では新規創業や若い経営者が増加していることもあり、小規模事業者において、EC 

サイトの開設や SNS での情報発信は増加していますが、既存の事業者はＤＸ推進に消極的 

であり、販路拡大、生産性向上に活用している事業者は少ないのが現状です。しかし、ＤＸ 

推進は今後の小規模事業者の需要開拓などに必要不可欠であることから、新たに活用を予 

定する事業者を含め、DXに関する基礎知識を習得し、新たな気づきと意識の醸成を促すた 

めのセミナーを開催します。このセミナーを通じて、小規模事業者の競争力を維持・強化す 

ることを目的とします。 

【支援対象者】 若年経営者や後継者、新規創業者など新たな事業展開を目指す小規模事業者 

ＤＸ推進に意欲のある小規模事業者 

【募集方法】  案内文書の送付、町広報誌への掲載、巡回・窓口での募集 

【講師】    中小企業診断士、ITコーディネーターなど 

【ｾﾐﾅｰ参加見込】１０名以上 

【手段手法】  セミナーを受講した事業者で、意欲的な小規模事業者に対して、巡回訪問等に

より内発的動機付けにつなげるため、「対話と傾聴」を意識したヒアリングを行

った上で専門家と連携し、事業計画の策定支援につなげます。  

【カリキュラム】事業計画概論、経営分析の必要性、現状分析と自社の強みの把握、ＤＸの基

礎知識、ＳＮＳ等を活用した販路開拓事例など 

 

②事業計画策定セミナー開催 

    テーマは巡回の中からニーズを掴み、決定する。事業計画や経営分析、外国人労働者の 

雇用、イバウンド客の取り込みに必要な意識の醸成や知識の習得等、事業計画策定に繋げ 

ることで小規模事業者の競争力維持や強化、人手不足解決のための事業計画策定支援を 



１２ 

 

行います。 

【支援対象者】 経営者や後継者、新規創業者など新たな事業展開を目指す小規模事業者 

【募集方法】  案内文書の送付、町広報誌への掲載、巡回・窓口での募集 

【ｾﾐﾅｰ参加見込】１０名以上 

【内  容】  販売促進や経営革新、インバウンド客の取り込みや外国人労働者の雇用等、

新たな事業展開を目指す小規模事業者に対して事業計画策定に必要な知識

を習得する。 

 

③創業計画策定支援 

創業支援については、関係機関との連携により、創業に関する施策や移住に係る地域情報

を提供し創業者の掘り起こしを行い、創業予定者の意欲向上を図り創業計画の策定を支援し

ます。 

また、創業後間もない事業者については、創業時の計画の見直しなど経営の安定に向けた

支援を行います。 

【対象者】 創業予定者、創業後間もない事業者 

【計画策定事業者数】 ５者／５年 

【手段手法】窓口相談等により経営指導員がヒアリングを行い、地域の経済動向や需要動向を

踏まえた創業計画策定を支援します。なお、専門的な案件については、各支援機

関や専門家等と連携し支援します。 

 

④事業承継計画策定支援 

事業承継に課題を抱えている事業者は、数年にわたる内容で計画的に事業承継を進めてい 

く必要があるため、巡回等を通じて早い段階から事業承継計画書を策定するよう事業者の掘

り起こしを図ります。 

対象者に対しては、経営指導員が個別にヒアリングを行い、事業承継における現状や課題 

の洗い出しを事業者と整理し、北海道事業承継・引継ぎ支援センターや専門家と連携して個

別に事業計画書策定支援を行います。 

【対象者】 事業承継を希望する小規模事業者 

【計画策定事業者数】 ５社／５年 

【手段手法】現状分析と自社の強みの把握から事業承継の重要性、必要性を啓発するため、「対

話」と「傾聴」により、個々の事業者に応じた個別対応を関係支援機関と連携す

ることで、小規模事業者の経営持続力を維持するための支援をします。 
 

７．事業計画策定後の実施支援に関すること 

 

（１）現状と課題 

第２期では、事業計画策定後や事業承継支援等のフォローアップとして、巡回や窓口相談を 

通じて事業者の状況把握に努めながら実施してきましたが、事業計画を策定した全事業者へ 

の定期的なフォローアップには至らず、事業者によってばらつきがありました。 

第３期においては、フォローアップを定期的に実施し、計画の進捗状況や課題を「対話」と 

「傾聴」を重ね把握し、必要に応じて支援機関等と連携して計画を軌道修正するなど課題解決

へ向けた支援を行います。 

   

（２）支援に対する考え方 

事業計画を策定した全ての小規模事業者を対象に、「対話」と「傾聴」を通して事業計画の

進捗状況の確認や本質的な課題に気付くよう促し、内発的な動機づけにより事業者の潜在力を

発揮させ、課題解決に至るようフォローアップを行います。 
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また、事業計画の軌道修正が必要な事業者には、集中的な支援が必要となるためフォローア 

ップの回数を増やすなどの対応を図るが、ある程度順調と判断し“自走化”が見込める場合は、 

フォローアップ回数を減らすなどの対応を図ります 

 
（３）目 標 

事業内容 現状 R7 年度 R8 年度 R9 年度 R10 年度 R11 年度 

①事業計画策定後のフォローアップ

事業者数 
１２社 ３社 ３社 ３社 ３社 ３社 

 頻度（延べ回数） ４８回 ９回 ９回 ９回 ９回 ９回 

売上増加５％以上の事業者数 － １社 １社 １社 １社 １社 

②創業計画策定後のフォローアップ

事業者数 
－ １社 １社 １社 １社 １社 

 頻度（延べ回数） － １２回 １２回 １２回 １２回 １２回 

③事業承継計画策定後のフォローア

ップ事業者数 
－ １社 １社 １社 １社 １社 

 頻度（延べ回数） － １２回 １２回 １２回 １２回 １２回 

 

（４）事業内容 

①事業計画策定事業者に対する支援 

事業計画の策定を行った事業者を対象に、経営指導員等が巡回訪問を実施し、策定した事 

業計画が着実に実行されているか定期的・継続的にフォローアップを行います。 

目標回数は年３回を設定し、策定事業所の進捗状況によっては随時対応します。 

 

  ②創業・第二創業計画策定事業者に対する支援 

創業及び第二創業に係る計画策定事業者については、創業当初は資金繰りや経営全般に 

ついて不安定な要素を含んでいるため、細かく丁寧な支援を心掛け、月に１回程度の経営指

導員等による巡回訪問を実施し、進捗状況を把握します。 

  

③事業承継計画策定事業者に対する支援 

事業承継に関する支援については、経営指導員等による巡回訪問を月に１回を基本とし、

計画策定実行中も様々な問題が生じると考えられるため、進捗状況に応じてフォローアップ

頻度を調整し、対応します。 

④事業計画と進捗状況とズレが生じている場合の対処方法 

事業計画を策定した小規模事業者を対象として経営指導員等による巡回訪問等を実施し、 

事業者ごとの進捗状況を把握し、計画実行されているか定期的にフォローアップ支援を行 

います。 

頻度については、事業計画策定事業者に対して年３回とするが、進捗状況や事業者からの

問題提起に対して臨機応変に対応します。 

なお、進捗状況が思わしくなく、事業計画との乖離が生じていると判断する場合には、巡

回訪問による聞き取りを行い、「対話」と「傾聴」により問題点や原因等の抽出を行い必要

に応じて関係支援機関や専門家等と連携して、計画の軌道修正を図るとともにフォローアッ

プ頻度の見直しを行います。 
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８．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 

（１）現状と課題 

第２期では、創業間もない事業者や新商品開発などした事業者を対象に、商談会（ＢtoＢ）

や物産展（ＢtoＣ）への参加に対する伴走支援を行ってきました。コロナ禍で一時中断してい

ましたが、令和５年度から再開し、北海道商工会連合会主催の「なまらいいっしょ北海道フェ

ア」での商品販売や、都市部でのテスト販売による情報取集やアンケート調査により、商品改

良等のデータの収集ができました。しかし、バイヤーとの接触があまりなく、商談につながる

機会が少なかったことが課題でした。 

第３期では、引き続き商談会などの参加可能な事業者の掘り起しをするため、事業計画策定

事業に対して、巡回支援・窓口支援時などに情報提供を積極的に行い出展企業数の増加を目指

します。  

また、今後はＤＸを活用した販路開拓が重要となるため、支援対象事業者については、ＤＸ

の必要性を理解・認識してもらい、導入・活用も含めた支援を行っていきます。 

 

（２）支援に対する考え方 

小規模事業者が地域外への商圏拡大を目標としている事業者に対して、商談会等への参加や

ＩＴを活用した販路開拓など様々な機会を提供するほか、新たな需要開拓のための事業計画策

定を支援し、持続的発展のため経営指導員等が伴走しながら支援を行います。 

商談会などの出展にあたり、需要動向調査結果を踏まえ、地域の強みを活かした商品やサー 

ビスの見直しや販路拡大に向けた支援を実施します。 

また、ＤＸの推進にあたり新たな需要開拓のためにＳＮＳ等のＩＴツールを活用し、積極的 

な情報発信を図り地域外への新たな顧客・取引先の確保による売上増加を目標とする事業に 

対しても支援を行います。 

 

(３)目 標 
事業内容 現状 R7 年度 R8 年度 R9 年度 R10 年度 R11 年度 

商談会出展事業者（ＢtoＣ） － １社 １社 １社 １社 １社 

 商談成立目標件数(１社につき) － １件 １件 １件 １件 １件 

物産展出展事業者（ＢtoＣ） １０社 ８社 ８社 ８社 ８社 ８社 

 

 

 

 

売上目標額（１社につき） － ３万円 ３万円 ３万円 ３万円 ３万円 

ＤＸ(SNS 等)を活用した 

販路開拓事業者 
－ １社 １社 １社 １社 １社 

 

（４）事業内容 

①物産展・商談会による販売促進支援 

【出展支援】 

  北海道商工会連合会主催の物産展・商談会に継続的に出展し、首都圏の消費者に直接販売 

等することで、消費者の生の声を聞き、新商品開発や既存商品の改善等に向けた支援を行い

ます。 

【支援対象者】    新たな事業展開を目指す小規模事業者 

【物産展出展事業者数】５～１０事業者/年 

【商談会出展事業者数】１～２事業者/年 

【開催回数】     年１回(物産展もしくは商談会のどちらか) 
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≪想定される商談会等≫ 

事業名称 

（主催者名） 

開催 

時期 

開催 

場所 
来場数  事業概要 

北の味覚再発見 

(北海道商工会連合会主催) 

（ＢtoＢ） 

９月頃 札幌市 

約 200 名 

（商品流通バ

イヤー等） 

商工会地域の特産品等の販路拡大

を支援するため、バイヤー等流通

業者及び消費者協会へ向けた展

示・商談会 

なまらいいっしょ北海道 

フェア 

（北海道商工会連合会） 

（ＢtoＢ、ＢtoＣ） 

11 月～ 

12 月 
東京都 

約 20,000 名 

（一般消費者・ 

商品流通バイ

ヤー等） 

北海道内で生産された特産品を関

東地域において販路開拓を図るた

めにＰＲ・販売 

 

②ＤＸの取組としてＩＴ活用による販路開拓支援 

現状の顧客が近隣商圏に限られ、新たな需要を開拓するために、近年利用が増加している

ＳＮＳ及びＥＣサイトの活用による販売促進を目標とした事業計画を策定した小規模事業

者に対して支援します。 
 

Ⅱ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

 

９．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

（１）現状と課題 

現在は、経営発達支援事業の報告及び事業の評価・見直しを年１回の頻度で行っており、。

評価・見直しにおいては、特別委員会を設置し、委員として商工会役員だけでなく、中小企業

診断士等の専門家に加え外部委員として行政より２名、北海道商工会連合会より１名参画いた

だき、より客観的な評価・意見をいただいております。 

第３期では、第２期に引き続き特別委員会を設置し、経営発達支援事業を組織の内外から評 

価・見直しを図っていきます。また、計画の遂行にあたっては、月に１回行われる事務局会 

議において PDCA評価を行っていく事で事務局内からも事業に対する評価・見直しを図ってい 

きます。 

 

（２）事業内容 

①毎月開催する事務局会議における「ＰＤＣＡ」評価 

   本計画の実施について、月に一度程度開催する事務局会議において、事務局長を中心とし

た職員によるＰＤＣＡ評価を実施し、より効果的な計画の遂行を図ります。 

②浦幌町商工会経営発達支援計画事業評価検討会の開催 

本計画における事業の評価、見直しに係る特別委員会を設置し、評価検討会議を下記体制 

により年１回実施します。 

【組 織】・評 価 委 員  ９名（内、外部委員３名） 

       商工会役員、浦幌町役場産業課、北海道商工会連合会、 

地元金融機関等（外部有識者） 

・アドバイザー（中小企業診断士等の専門家） １名 

・法定経営指導員  １名 
 【公表方法】 

  事業評価検討会の評価結果は、正副会長会議及び理事会へのフィードバックを行ったうえで、当

会 HPへ掲載し、地域の小規模事業者等が常時閲覧可能な状態にします。 
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１０．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

（１）現状と課題 

職員は、経営指導員だけでなく、補助員、記帳専任職員においても北海道商工会連合会主催

の職種別、経験別の研修会に参加して支援に関する基礎、応用力を高めております。 

また、事務所内でも経営指導員等による職員への勉強会により資質向上に努めており、専門 

家との連携による企業診断等では、経営指導員だけが同行するのではなく、他の職員において 

も同行し、支援内容を学んでおります。これらを継続して実施すること職員全体の支援能力の 

底上げを図かります。 

 

（２）事業内容 

①各種研修会への参加による支援能力の向上 

経営指導員及び補助員、記帳専任職員等が北海道商工会連合会主催の職種別、経験別の各

種研修会等や、中小企業基盤整備機構による大学校講座（分析手法等）へ参加し、職員全体

の支援能力の向上を図ります。 

特に事業者のＤＸ推進に向けて、経営指導員などの IT スキルを向上させ、ニーズに適し

た相談・指導ができるよう、中小企業基盤整備機構などの外部研修に積極的に参加し、知識

を習得します。   

また、小規模事業者への支援力向上のため、「対話と傾聴」に基づく「課題設定型」の伴

走型支援を推進し、経営力再構築支援研修を通じて必要なスキルを習得します。 

【参加研修会】・北海道商工会連合会による研修会への出席 

・十勝管内商工会職員協議会による研修会への出席 

          ・各種支援業務に関する研修会や説明会への出席 

          ・中小企業基盤整備機構実施の大学校講座への参加 

※参加した研修内容等は、個別職員のスキルアップに止めない様、次項「②商 

工会内部での勉強会実施による資質向上と情報共有」の場において情報共 

有を図る 

 

②商工会内部での勉強会実施による資質向上と情報共有 

  経営指導員等から他の職員（補助員、記帳専任職員、記帳指導職員等）が支援手法等を学

ぶ勉強会を年２回程度実施し個々のスキルアップを図るとともに、担当業務の進捗及び支援

内容や支援ノウハウの情報交換・共有（指導カルテ）を行うことで、組織全体の支援能力向

上に繋げます。 

 

１１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

 

（１）現状と課題 

商工会における各支援機関との情報交換は、支援機関開催による研修会、懇談会への出席、 

商工会主催による支援機関との懇談会の開催等が主な事業となっております。 

当商工会では、以前より町理事者、町議会議員との懇談会を開催しており、評価委員会にお

いても高い評価を受けており、十勝管内の商工会とも年数回の研修会や日本政策金融公庫のマ

ル経協議会の中でノウハウの交換などを行っております。 

  引き続き、行政や金融機関、管内商工会と連携・懇談を図っていく事で支援ノウハウを含め

た事例を共有し、小規模事業者への支援へ活かしていきます。  

 

（２）事業内容 

①担当課と地元金融機関との懇談会（随時） 
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・町融資制度について 

・町補助金制度について など 

 

②浦幌町行政の理事者、浦幌町議会議員との懇談会（年１回） 

・地域活性化に資する取組の連携について（商工業者事業継続） 

・小規模事業振興基本条例の制定とその後の施策について 

・他団体との事業連携による町の活性化について 

・小規模事業者のＢＣＰ対策並びに施策について など 

 

③十勝管内経営指導員等との情報交換（年４回） 

 ・北海道商工会連合会や十勝管内商工会職員協議会が主催する会議及び各種研修会等に出席 

し、各商工会の経営指導員が有する支援手法等についての情報交換を行うことで、支援能 

力の向上に努める。 

 

  ④日本政策金融公庫との協議会（年２回） 

  ・日本政策金融公庫帯広支店と十勝管内商工会の景況、融資あっせん状況、金融支援ノウハ

ウ等について情報交換を行い、地域内小規模事業者に対して適切な融資の実施体制を構

築し経営発達に資する円滑な金融支援ができるよう連携を強化する。 

 

１２．地域経済の活性化に資する取組 

 

（１）現状と課題 

当町の地域活性化として、平成２６年度より、行政等と連携した「うらほろ観光おもてなし 

協議会」を設置し、着地型観光により新たな市街地へのツアー客を誘導するツアー内容を協議 

し地域活性化に繋げるため、年間５回程度のモニターツアーを実施しておりました。 

併せて、「十勝うらほろブランド推進協議会」も設置（行政等が構成員）して、企業より申 

請のあった特産品を審査、うらほろブランド推奨品として認証し、東京の商店街でアンテナシ 

ョップの物産フェアを通じてテスト販売、アンケートにより製品改良、新商品開発を実施して 

おります。 

課題として、着地型観光としてツアーの開発・モニター実施していた「うらほろ観光おもて

なし協議会」は令和５年度をもって解散となったため、ツアー内でのブランド推奨品の活用が

できなくなりました。そのため「十勝うらほろブランド推奨品」の活用方法やメリット、販路

開拓が課題となっております。 

 

（２）事業内容 

①町内商店会との懇談会と事業連携（年１回） 

・協同組合ハマナス商店会との懇談会 

商店街や小規模事業者としての要望などを洗い出し、行政等への施策提案や懇談会テー 

マの題材を探る。 

   

②十勝うらほろブランド推進協議会による推奨品の認証 

【事業目標】小規模事業者等の特産品のブランド化による付加価値向上 

【審 査 会】申請後 随時 このほかに年１回定期開催 

【内  容】 商工会は協議会の事務局を担い、ブランド推奨品の認証により推奨マークの

統一やパンフレットの作成配布など、特産品の販路拡大とともに活性化事業を

通じて、小規模事業者への需要喚起、商店街の賑わい創出による地域活性化に

向けた中心的な役割を果たす。 
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③町内業種団体との情報交換と連携（随時） 

  ・町内産業団体との情報交換を行う事で、地元の商工業だけでなく農業や漁業、林業等の情 

勢を把握し、各産業団体間の連携を図る。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（令和６年１２月現在） 
（１）実施体制（商工会又は商工会議所の経営発達支援事業実施に係る体制／関係市町村の経営発

達支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導員の
関与体制 等） 

 【経営発達支援事業実施に係る体制】 
 
  ◎浦幌町商工会  事 務 局 長 １名（統括責任者） 
   （４名）    法定経営指導員 １名（実施担当者） 
           補  助  員 １名（法定経営指導員補佐） 
           記帳専任職員 １名（法定経営指導員補佐） 
  ◎浦幌町     産  業  課（担当課） 
    

 【共同体制】 

                     連 携 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に規定する経営

指導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

 

【法定経営指導員の氏名、連絡先】 

  ・氏 名： 小倉 頌平 

  ・連絡先： 浦幌町商工会  ＴＥＬ ０１５－５７６－２１８６ 

 

（３）商工会・関係市町村連絡先 

【浦幌町商工会】 

 ・住  所： 〒０８９－５６０３  北海道十勝郡浦幌町字本町１００番地 

 ・Ｔ Ｅ Ｌ： ０１５－５７６－２１８６ ・Ｆ Ａ Ｘ： ０１５－５７６－２１８０ 

  ・Ｅ－mail： ushoukou@rose.ocn.ne.jp 

 

【浦幌町役場 産業課】 

  ・住  所： 〒０８９－５６９２  北海道十勝郡浦幌町字桜町１５番地６ 

  ・Ｔ Ｅ Ｌ： ０１５－５７６－２１８１ ・Ｆ Ａ Ｘ： ０１５－５７６－２５１９ 

  ・Ｅ－mail： sangyou@urahoro.jp 

 

 

（統括責任者） 

事務局長 

（実施担当者） 

法定経営指導員 

（法定経営指導員補佐） 

補助員・記帳専任職員 

浦幌町役場 

産業課 

（浦幌町役場） 

各課・担当者 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 
R7年度 R8年度 R9年度 R10 年度 R11年度 

必要な資金の額 6000 6000 6000 6000 6000 

 

・地域経済動向調査 

 

・需要動向調査 

 

・経営状況の分析 

 

・事業計画策定支援 

 

・事業計画策定後の実施 

支援 

 

・新たな需要の開拓 

 

・事業の評価及び見直し 

 

・経営指導員等資質向上 

 

・他支援機関との連携を 

通じた支援ノウハウ 

等の情報交換 

 

・地域経済の活性化に資 

する取組 

 

 

100 

600 

300 

2000 

500 

 

2000 

200 

 

100 

 

100 

 

100 

 

 

 

100 

600 

300 

2000 

500 

 

2000 

200 

 

100 

 

100 

 

100 

 

 

 

100 

600 

300 

2000 

500 

 

2000 

200 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

600 

300 

2000 

500 

 

2000 

200 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

600 

300 

2000 

500 

 

2000 

200 

 

100 

 

100 

 

100 

 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

 

会費収入、手数料収入、受託料収入、国補助金、道補助金、町補助金 等 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経

営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

連携して実施する事業の内容 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携して事業を実施する者の役割 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携体制図等 

① 

 

 

 

 

 

② 

 

 

 

 

 

③ 

 

 

 

 

 

 

 

 


